
み
ん
な
で
元
気
に
な
ろ
う
や
！

講
座
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

▽�

と
き　

12
月
６
日
金
・
午
前
９
時
30
分

～
正
午
（
９
時
15
分
か
ら
受
け
付
け
）

▽�

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
45
会
議
室

▽�

内
容
　
ス
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

▽�

対
象　

町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
定
員　

15
人

▽
参
加
費　

無
料　

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　

健
診
結
果
表
、

筆
記
用
具
、
水
分
補
給
で
き
る
も
の
、

運
動
の
で
き
る
服
装

▽�

申
し
込
み　

11
月
29
日
金
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
局
３
５

３
３
）
へ

匿
名
無
料
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
エ
イ
ズ
）

検
査
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

12
月
１
日
は
、
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
で

す
。
エ
イ
ズ
ま
ん
延
防
止
と
患
者
・
感

染
者
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
を
な
く
す

た
め
に
は
、
エ
イ
ズ
に
関
す
る
正
し
い

知
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
エ
イ
ズ
ま
ん
延
防
止
の
た
め

に
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
福
岡
県
宗
像
・
遠
賀
保
健

福
祉
環
境
事
務
所
で
は
、
世
界
エ
イ
ズ

デ
ー
に
合
わ
せ
て
、
匿
名
・
無
料
の
Ｈ

Ｉ
Ｖ
迅
速
検
査
・
定
例
検
査
時
間
延
長

を
行
い
ま
す
。

【
迅
速
検
査
】

▽�

と
き　

12
月
５
日
木
・
午
前
９
時
～

午
後
１
時
（
予
約
制
）

▽�

と
こ
ろ　

宗
像
総
合
庁
舎
１
階
診
察

室
（
宗
像
市
東
郷
）

▽�

検
査
内
容　

血
液
検
査
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・

梅
毒
迅
速
検
査
）

※�

採
血
の
約
１
時
間
後
に
は
結
果
が
分

か
り
、本
人
へ
直
接
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
定
例
検
査
時
間
延
長
】

▽�

と
き　

12
月
２
日
月
・
正
午
～
午
後

３
時
（
予
約
制
）

▽�

と
こ
ろ　

遠
賀
分
庁
舎
２
階
診
察
室

（
水
巻
町
吉
田
西
）

▽�

検
査
内
容　

①
血
液
検
査
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・

梅
毒
検
査
）
②
希
望
者
の
み
尿
検
査

（
淋
菌
・
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
）

※�

12
月
９
日
月
以
降
に
、
検
査
結
果
を

本
人
へ
直
接
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　

平
日
の

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
に

福
岡
県
宗
像
・
遠
賀
保
健
福
祉
環
境

事
務
所
保
健
衛
生
課
感
染
症
係
（
☎

〈
０
９
４
０
〉
３
６
局
６
０
９
８
）
へ

町
内
社
会
人
硬
式
テ
ニ
ス
大
会

　

冬
の
冷
た
い
空
気
を
感
じ
な
が
ら
、

さ
わ
や
か
に
テ
ニ
ス
を
し
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き
　
12
月
８
日
日
・
午
前
９
時
か

ら
（
８
時
30
分
集
合
）

▽�

と
こ
ろ
　
総
合
運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ

ー
ト

▽�

対
象
　
町
内
に
住
ん
で
い
る
か
、
勤
め

て
い
る
人

▽�

参
加
費
　
１
０
０
０
円
（
弁
当
代
含
む
）

▽�

申
し
込
み
　
12
月
１
日
日
ま
で
に
、

芦
屋
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ
（
縄
田
☎
８
６

３
局
１
２
１
６
）
へ

皆
さ
ん
の
声
を
ま
ち
づ
く
り
に

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
）
募
集

芦
屋
町
環
境
美
化
条
例
（
素
案
）

　

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
の
禁
止
、
飼
い

犬
・
飼
い
猫
の
ふ
ん
害
の
防
止
と
緑
化

の
推
進
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
快
適
な

生
活
環
境
の
保
持
と
清
潔
で
美
し
い
緑

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
を

目
的
に
、「
芦
屋
町
環
境
美
化
条
例
（
素

案
）」
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
素
案
に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▽�

対
象　

町
内
に
住
ん
で
い
る
か
、
通

勤
・
通
学
し
て
い
る
人

▽�

期
間　

11
月
15
日
金
～
12
月
16
日
月
・

午
後
５
時
15
分
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
、
当
日
消
印
有
効

▽�

素
案
の
配
布
場
所
　
役
場
（
総
合
案

内
、
環
境
住
宅
課
）、
中
央
公
民
館
、

山
鹿
公
民
館
、
芦
屋
東
公
民
館
、
総

合
体
育
館
、
町
民
会
館

健
康

問い合わせ（市外局番０９３）

☎ 223-3677図 書 館
☎ 222-1681中央公民館

役場・教育委員会 ☎ 223-0881 ㈹

☎ 222-2931芦屋中央病院
☎ 223-0731町民会館 ☎ 222-1981芦屋東公民館

☎ 223-1892山鹿公民館

芦屋歴史の里 ☎ 222-2555
芦屋釜の里 ☎ 223-5881

☎ 222-0181総合体育館

芦屋町ホームページ　http://www.town.ashiya.lg.jp

募
集
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※�

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

▽�
提
出
方
法
　
所
定
の
様
式
、
ま
た
は

任
意
の
様
式
に
必
要
事
項
（
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
性
別
）
と
意
見
を
記

入
し
、
持
ち
込
み
・
郵
送
（
〒
８
０

７

－

０
１
９
８　

芦
屋
町
役
場
環
境

住
宅
課
環
境
・
公
園
係
）・
フ
ァ
ク
ス

（
２
２
３
局
３
９
２
７
）・
電
子
メ
ー

ル
（kankyo@

tow
n.ashiya.lg.jp

）

の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
の
場
合
は
住
所
記
入
不
要
で
す
。

▽�

意
見
に
対
す
る
対
応
　
提
出
さ
れ
た

意
見
は
、
条
例
策
定
の
参
考
と
し
ま

す
。
意
見
は
住
所
、
氏
名
な
ど
の
個

人
情
報
を
除
き
、
町
の
考
え
方
と
あ

わ
せ
て
公
表
し
ま
す
。
な
お
、
提
出

者
に
対
す
る
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ

ん
。ま
た
、誹
ひ
ぼ
う
ち
ゅ
う
し
ょ
う

謗
中
傷
や
匿
名
の
意
見
、

電
話
に
よ
る
意
見
は
受
け
付
け
で
き

ま
せ
ん
。

※
提
出
さ
れ
た
意
見
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

▽�

問
い
合
わ
せ　

環
境
・
公
園
係
（
☎

２
２
３
局
３
５
３
８
）

後
水
・
緑
ヶ
丘
団
地
の
入
居
者

募
集
（
世
帯
・
単
身
向
け
）

▽�
募
集
団
地　

後
水
団
地　

世
帯
向
け

（
１
戸
）、
緑
ヶ
丘
団
地
12
棟　

世
帯

向
け
（
２
戸
）、
緑
ヶ
丘
団
地
１
棟　

単
身
向
け
（
２
戸
）

▽�

応
募
資
格
　
応
募
時
点
で
町
内
に
住

民
票
の
あ
る
世
帯
ま
た
は
町
内
勤
務

者
の
い
る
世
帯
。
単
身
向
け
住
宅
は
、

追
加
で
基
準
有
り
。

※�

収
入
要
件
な
ど
、
詳
し
く
は
、
住
宅

係
窓
口
で
配
布
す
る
募
集
案
内
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
せ
ん
。

▽�

入
居
時
期　

令
和
２
年
２
月
上
旬
を

予
定

▽�

申
し
込
み　

11
月
15
日
金
～
29
日
金

▽�
問
い
合
わ
せ　

住
宅
係
（
☎
２
２
３

局
３
５
４
０
）

県
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

▽�

募
集
住
宅　

県
内
に
所
在
す
る
県
営

住
宅
（
詳
細
は
募
集
案
内
に
記
載
）

▽�

募
集
案
内
配
布　

11
月
27
日
水
～
12

月
19
日
木

▽�

受
付
期
間　

12
月
11
日
水
～
19
日
木

▽�

募
集
案
内
配
布
場
所　

住
宅
係
窓
口

▽�

問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
住
宅
供
給
公

社
県
営
住
宅
管
理
部
管
理
課
（
☎
〈
０

９
２
〉
７
８
１
局
８
０
２
９
）
へ

たんぽぽコーナー
対象は、就学前の子どもと保護者です。
●問い合わせ　芦屋町子育て支援センター
�「たんぽぽ」（☎２２１局２５６７）

12月の日曜開館日　１日・15 日
年末年始の休館日　�12 月 29 日日～令和２

年１月３日金

✿お譲り・交換会

　 ▽ �とき　11月 28日木�～ 12 月７日土
　※�洋服やおもちゃ、絵本、ベビー用品など譲った

り、交換したりしませんか。

✿にこにこ絵本

　 ▽ �とき　12月５日木・午前 10時 45 分�～ 11 時
15分

✿すくすく広場「栄養の話」

　 ▽ �とき　12月 11日水・午前 10時�～ 11 時

✿クリスマス会

　 ▽ �とき　12月 12日木・午前 10時�～ 11 時
　�　絵本タイムのおじいちゃんたちと一緒に楽しいク
リスマス会をします。
✿育児相談
【離乳食の日】栄養士による栄養指導と進め方相談
　 ▽ �とき　12 月９日月・午前 10 時 30 分～ 11 時
30分

　 ▽ �持ってくるもの　家で作った離乳食や市販のベ
ビーフード

【たんぽぽ相談】保健師・栄養士による相談
　�　12 月の相談日はありませんが、気になる事が
あれば気軽に電話してください。次回は令和 2年
1月 20日月です。 　

【ほほえみ相談】小児専門の臨床心理士による相談

　 ▽ �とき　12 月 24 日火・午前 10時～正午
　※予約は芦屋町に住んでいる人のみです。

みんな来てね、出前たんぽぽ広場

▽ �とき　12月18日水・午前10時～正午

▽ �ところ　山鹿公民館和室
※�たんぽぽスタッフが絵本やおも
ちゃを用意して待っています。
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高
浜
町
公
園
Ｓ
Ｌ
保
守
作
業
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

高
浜
町
公
園
に
保
存
さ
れ
て
い
る
Ｓ

Ｌ
（
蒸
気
機
関
車
）
の
定
期
保
守
作
業

を
行
い
ま
す
。
Ｓ
Ｌ
に
直
接
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会
に
参
加
し
ま

せ
ん
か
。

▽�

と
き　

12
月
1
日
日
・
午
前
10
時
か

ら
１
時
間
程
度

▽�

集
合
場
所　

高
浜
町
公
園

※
公
園
に
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽�

参
加
方
法　

当
日
現
地
で
受
け
付
け
。

作
業
し
や
す
い
服
装
、
手
袋
、
飲
み

物
を
持
参
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　

環
境
・
公
園
係
（
☎

２
２
３
局
３
５
３
８
）

経
済
セ
ン
サ
ス

－

基
礎
調
査
を

行
い
ま
す

　
総
務
省
統
計
局
・
福
岡
県
・
芦
屋
町

で
は
、「
経
済
セ
ン
サ
ス

－
基
礎
調
査
」

を
行
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
調
査
員

が
全
国
す
べ
て
の
事
業
所
の
活
動
状
態

を
確
認
し
、
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所

な
ど
一
部
の
事
業
所
に
は
調
査
票
を
配

布
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
係
（
☎
２

２
３
局
３
５
４
２
）

防
災
無
線
の
訓
練
放
送

▽�
と
き　

12
月
4
日
水
・
午
前
11
時
ご
ろ

▽�
内
容　

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
活
用
し
た
全

国
一
斉
の
情
報
伝
達
訓
練
が
行
わ
れ

ま
す
。
芦
屋
町
で
は
、
防
災
行
政
無

線
に
よ
る
訓
練
放
送
（
屋
外
ス
ピ
ー

カ
ー
）
が
流
れ
ま
す
。

【
放
送
内
容
】　

♪
上
り
チ
ャ
イ
ム
音
♪

　

�「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で

す
」
×
３
回　
「
こ
ち
ら
は
、
芦
屋
町

で
す
」
♪
下
り
チ
ャ
イ
ム
音
♪

▽�
問
い
合
わ
せ　

庶
務
係
（
☎
２
２
３

局
３
５
７
２
）

地
震
・
津
波
避
難
訓
練

　

芦
屋
町
で
は
、
航
空
自
衛
隊
芦
屋
基

地
な
ど
と
協
力
し
、
地
震
・
津
波
避
難

訓
練
を
行
い
ま
す
。

　

訓
練
実
施
に
伴
い
、
午
前
９
時
30
分

ご
ろ
か
ら
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
訓
練

放
送
と
防
災
メ
ー
ル
ま
も
る
く
ん
の
配

信
、Yahoo!

防
災
速
報
の
配
信
な
ど
を

行
い
ま
す
。

※�

実
際
の
災
害
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き
　
11
月
28
日
木
・
午
前
９
時
30

分
ご
ろ

▽�

問
い
合
わ
せ　

庶
務
係
（
☎
２
２
３

局
３
５
７
２
）

お
し
ら
せ

　現在、22の自治区でサロン活動が行われており、高齢者の皆さんが集まって体操やカラ
オケ、お茶を飲みながらのおしゃべりなどを楽しんでいます。皆さんで定期的に集まって体
操などを行っていれば、それは立派なサロンです。
　令和２年４月から開始するサロンを募集しています。福祉課高齢者支援係まで気軽に相談
してください。

　　◇運営する人　高齢者の皆さん、地域に住んでいる人ならどなたでも
　　◇内容　簡単な体操、茶話会など気軽にできること
　　◇回数　月１回（２時間以上）から
　　◇ところ　自治区の公民館など
　　◇運営支援　町や社会福祉協議会による支援があります。
　　◇�申し込み・問い合わせ　令和２年１月 10 日金までに高齢者支援係（☎２２３局

３５３６）へ申込書を提出してください。

◆�下記の地域ではサロン活動が行われています。
　この機会にサロンを体験してみませんか。
　�粟屋、大城、浜口町、東町、高浜町、第３緑ヶ丘、正門町、船頭町、中ノ浜、市場、浜崎、幸町、
白浜町、雁木、三軒屋、浦、柏原、正津ヶ浜、はまゆう、大君、江川台、花美坂

あなたの地域でもはじめよう！地域交流サロン
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1
いい

1月 3
みらい

0 日は「年金の日」です
　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の
生活設計を考えてみませんか。
　「ねんきんネット」を利用すると、いつでも自分の
年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額を
試算することもできます。「ねんきんネット」のことを
詳しく知りたい人は、日本年金機構のホームページで
確認するか、八幡年金事務所に問い合わせてください。
また、役場にもパンフレットを設置しています。

マイナンバーを使用した手続きが
できるようになりました
　国民年金の加入手続きや国民年金保険料の免除申
請、老齢基礎年金の請求の手続きがマイナンバーを
使用して行えるようになりました。
　マイナンバーで手続きを行うときは、マイナンバ
ーカードなどのマイナンバーが確認できる書類、本
人の身元が確認できる書類を窓口に提示する必要が
ありますので、確認ができる書類を窓口に持ってき
てください。

※�マイナンバーの記載が困難なときは、引き続き基
礎年金番号を使用して各種手続きを行うこともで
きます。
※�国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書など、
一部マイナンバーを使用できない手続きもあります。
　マイナンバーで手続きを行うときは、以下の書類
を持ってきてください。
【本人が年金相談・届け出などを行うとき】
　本人のマイナンバー、身元が確認できるマイナン
バーカードを持ってきてください。
※マイナンバーカードを持っていない人は、①のマ
イナンバーが確認できる書類　②の身元が確認でき
る書類の両方を持ってきてください。
①通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
②運転免許証、旅券（パスポート）、在留カードなど
【代理人が年金相談・届け出などを行うとき】
　本人のマイナンバーが確認できるマイナンバーカ
ードの写し（コピー）、代理権が確認できる委任状、
代理人の身元が確認できる書類の 3種類を持ってき
てください。

▽ �問い合わせ　八幡年金事務所（☎６３１局７９６２）

▽ �問い合わせ　保険年金係（☎２２３局３５３２）みんなの 
ね・ん・き・ん

消費者ホットニュース

フリマサービス　トラブルは個人間で解決？

【事例 1】初めてフリマアプリを利用し、新品と記載されていた時計を約２５００円で購入
した。届いた時計はねじが回らないし、すぐに遅れる。売り手に抗議のメールを送ったが、
回答が無い。（60歳代　男性）
【事例 2】フリマサイトにブランドのバッグを出品した。買い手に商品を送付し、代金を受
け取ったが、「バッグは偽物だったので返金するように」と連絡があった。バッグは数年前
に正規店で購入した本物だ。フリマサイトに相談したが、自分たちで解決するように言わ
れてしまった。（60歳代　女性）

＜アドバイス＞
★�生前整理や終活の意識もあり、フリマサービスの利用が高齢者にも広がっています。
★�フリマサービスでの取り引きは基本的に売り主と買い主との個人間の取り引きです。利用
規約では、トラブルは当事者間で解決するように求められていることをよく理解しましょう。
★�トラブルが解決しない場合には、フリマサービス運営事業者に情報を伝え、調査などの協
力を得られないかを確認してみましょう。または、問題点の整理などを行うために消費生
活相談窓口に相談してください。　

▽ �問い合わせ　消費生活相談窓口　（地域振興・交通係�☎２２３局３５４３）
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